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1-1 ＪＨＦの紹介（沿革）

2025年経営理念

私たちは、
自立的で、透明性・効率性の高い経営のもと、
顧客価値の創造を目指して多様な金融サービスを

提供することにより、
住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、

我が国の住生活の向上に貢献します

1950年住宅金融公庫設立

2001年 特殊法人改革

2003年 証券化支援事業を開始

2007年 独立行政法人住宅金融支援機構設立

■ 2006年度末までの57年間に、1,941万戸に融資（戦後建設された全住宅の約３割に相当）

2017年

独法第一期、第二期を通じて、財務内容を改善
■フラット３５の推進、延滞債権の削減等により、証券化支援勘定等については、
独法第一期中に単年度収支を黒字化、その後平成24年度決算において繰越欠損金を解消

■既往債権管理勘定は、平成27年度決算において繰越欠損金を解消
（これにより全勘定で繰越欠損金を解消）

独法第三期は、政策実施機能の最大化のための取組を実施
■頻発する自然災害に、地方公共団体・金融機関と連携して対応
■ 金融機関等と連携した【リ・バース６０】の推進、社会問題化しつつある
高経年マンションへの対応等様々な政策課題に対応

■ 【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型を通じて、地方公共団体と
協定を締結する等、地域との連携に積極的に対応

2021年

独法第四期は、政策実施機能の最大化のための取組を継続実施
■住宅政策上の課題及びコロナ禍の課題への対応
■第三期に顕在化した課題への対応
■デジタル化への対応 等
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組織名称 独立行政法人住宅金融支援機構（略称：ＪＨＦ）

設立 平成19年４月１日（旧住宅金融公庫 昭和25年設立）

設立根拠法 独立行政法人通則法および独立行政法人住宅金融支援機構法

主務大臣 国土交通大臣および財務大臣

理事長 毛利 信二

資本金 6,920億9,542万円（令和６年３月31日時点、全額政府出資）

買取債権等残高 22兆9,043億円（令和６年３月31日時点）

当期総利益 2,187億円（うち証券化支援勘定776億円、既往債権管理勘定999億円、令和５年度）

役職員数 941人（令和６年４月１日時点）

本店 〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10

支店

全国主要都市に８店舗
（札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市、金沢市、高松市、広島市、福岡市）
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民間金融機関による「全期間固定金利の住宅ローン」の提供を支援

子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資

災害復興住宅融資

６０歳からの住宅ローン

個人向け住宅の省エネリフォーム専用ローン

子育て世帯に必要な広さや高い省エネ性能を有する賃貸住宅の建設資金

災害で被災された方が被災住宅を復旧するための住宅ローン
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2 ＪＨＦの文書管理規則

○ 住宅金融支援機構では、公文書管理法等に基づき、行政文書の管理に関するガイドラインを参考に
「文書管理規程」等の法人文書管理規則を定めています。

○ これらの文書規則は、法律やガイドラインが改正されるつど、機構の文書管理規則とのギャップ分析
を行い、見直しが必要な内容について改正を行っています。（直近は令和６年10月１日改正。）

体系

文書管理規程

公文書等の管理に
関する法律

行政文書の管理に関する
ガイドライン

法人文書の管理に関する実施細則

・管理体制
・作成、整理、保存
・法人文書ファイル管理簿
・移管、廃棄、保存期間延長
・点検、監査、管理状況の報告
・研修 等
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3 ＪＨＦの文書管理体制

○ 住宅金融支援機構では「文書管理規程」に基づき、下図の管理体制の下で文書管理を行っています。

総括文書管理責任者

理事

副総括文書管理責任者

ＣＳ・事務管理部長

文書管理担当部署

ＣＳ・事務管理部

文書管理責任者

法人文書を取り扱う部署の所属長

文書管理者

法人文書を取り扱う部署のグループ長等

文書管理担当者

法人文書を取り扱う部署の総括等

法人文書を取り扱う各職員

文書監査

監査部
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4 ＪＨＦの法人文書ライフサイクル

作成取得 整理

移管

保存
保存期間

満了

廃棄

延長

公文書館
等

公文書館
等

措置方針の決定措置方針の決定

法人文書ファイル
管理簿の作成公表
法人文書ファイル

管理簿の作成公表

歴史公文書等歴史公文書等

点検・
監査

現用文書 非現用文書

○ 住宅金融支援機構における法人文書のライフサイクルは以下のとおりです。
○ 間もなく保存期間が満了する法人文書について、各文書管理者が法人文書の現物を確認し、移管又
は廃棄もしくは保存期間の延長を決定します。
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5 ＪＨＦの文書管理の変遷（紙の法人文書ファイル）

○ 令和３年度に全面稼働したＩＣタグ文書管理システムにより、個々の紙の法人文書ファイルに貼付
したＩＣタグをデータベースと紐付けして管理しています。

○ 紙の法人文書ファイルの在庫確認等が容易になり、法人文書の紛失防止につながっています。
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6-1 ＪＨＦの法人文書電子化の取組

○ 住宅金融支援機構では、法人文書の電子化によるペーパーレス化等の事務合理化を推進しています。
（令和５年度末の電子文書の割合は60.6％。）

○ システムやツール等のＩＴインフラの整備と併せて業務の見直しを実施。
業務の効率化、事務リスクの軽減を目指して、法人文書の電子化の取り組んでいます。

年度 取組
電子文書
の割合

平成23年度
文書決裁にワークフローシステムを導入
（オンライン決裁開始）

--%

平成25年度
共有ドライブへの電子文書の保存ルール制定
（電子文書の共有ドライブでの保管開始）

1.4%

平成27年度
ワークフロー決裁と業務システムの承認事務の連携開始
（大量の審査書類等は紙文書として保存）（例：全額繰上償還請求の審査）

8.2%

平成28年度
マニュアル、会議資料等の電子化によるペーパーレス化の推進
（令和５年度末までに内外に対して紙媒体の業務マニュアル配付を廃止することとし、
ウェブサイトでマニュアル閲覧を推奨）

18.8%

令和２年度
法人文書は電子文書による保存を原則化
（契約書等一部を除き、紙文書を電子化した場合は電子文書を正本とする。）

44.3%

令和３年度
テレワーク実施に伴うワークフロー決裁の完全電子文書化の推進
（大量の審査書類等も電子化して保存）

57.9%
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7 ＪＨＦの文書管理研修

○ 住宅金融支援機構では、 「文書管理規程」の規定に基づき、全職員が毎年１回以上、文書管理に関す
る研修を受講しています。

○ 全職員が共通して受講する文書管理研修に加え、新規採用職員向け等の階層別研修の際に、併せて文
書管理に関する研修を実施しています。

○ また、内閣府からe-ラーニング教材改正の通知を受けた場合も、全職員を対象に当該教材を活用した
文書管理を実施しています。

文書管理研修のテーマの例（令和６年度全職員向け研修）

① 適正な法人文書管理の必要性
② 共有ドライブに保存された電子文書保存ルール
➂ 法人文書の保存期間延長等の異動の際の注意事項

① 適正な法人文書管理の必要性
② 共有ドライブに保存された電子文書保存ルール
➂ 法人文書の保存期間延長等の異動の際の注意事項
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8-1 ＪＨＦの歴史公文書等移管の取組

○ 住宅金融支援機構においては、「歴史公文書等」の中でも「災害及び事故事件への対処に関する文
書」及び「昭和27年度までに作成・取得された文書」について、国立公文書館への移管対象として重
点的にピックアップしています。

○ 国立公文書館からの調査依頼に際して、移管の対象となる可能性の高い法人文書を機構の文書管理
主管部署が抽出し、リスト化して機構各部署に提供した上で移管対象文書の確認を実施しました。

○ 令和６年度は、阪神・淡路大震災発災から30年の節目を迎えるため、移管候補として各部署が保管
する震災関連文書を報告しています。

移管文書等

年度 法人文書ファイル名等 文書冊数

移管実績

平成27年度 伊勢湾台風関係文書（昭和56年度） ５冊

令和５年度 予算関係文書（昭和25年度） １冊

移管を想定する法人文書ファイル等（令和６年度調査）

令和６年度 政府出資金関係文書（昭和25～27年度） ３冊

阪神・淡路大震災関係文書（平成６年度） ９冊

※表中の法人文書はいずれも旧住宅金融公庫から継承したもの。
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8-2 ＪＨＦの歴史公文書等移管の流れ（イメージ）

11月 12月 ３月 ６月 10月

国立公文書館

住宅金融支援機構

ＣＳ・事務管理部

各部署

通知

「移管を想定する法人文書
ファイルの有無について
（照会）」

移管の対象となる可能性の
高い文書を文書管理システ
ムで抽出

リスト化

通知及びリストを参考に、
移管を想定する法人文
書を確認

依頼
報告

報告

移管の適否
についての
連絡

移管手続きに
係る事務連絡
等

・移管文書
・送付目録
・意見書等

移管

移管






